
令和８年度地域防災指導員養成講座

静岡県の災害医療について

令和８年７月４日

静岡県中部健康福祉センター地域医療課

1　平常時の医療体制と役割

１－１　地域の医療体制
　・病院と診療所
　・医療従事者の状況
　・救急医療

１－２　地域医療の今後
　・医療や介護に関する「2040年問題」
　・地域包括ケアシステム

１－１　地域の医療体制　（平常時の医療体制と役割）
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　・病院と診療所

１－１　地域の医療体制　（病床/医療従事者数）
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　・病床数及び医療従事者数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年８月末時点）
　　　病院病床数　　　3,４８４床
　　　診療所病床数　　   １１８床
　　　医師数　　　　　　　　８35人

　▶人口１０万対病床数
　　　病院病床数　管内　816.1　（静岡県1013.5)
　▶人口10万対医師等数　　　　（令和4年12月末届出数/令和5年10月)
　　　医師　　　　　　　　 　１87.１　（静岡県 230.1)
　　　歯科医師　　　　　　　５２．４　（静岡県  64.5)
　　　保健師　　　　　　　  　42.1　（静岡県  52.8)
　　　助産師　　　　　　　  　20.8　（静岡県  30.3)
　　　看護師　　　　　　　  882.8　（静岡県1003.7)



１－１　地域の医療体制　（救急医療）
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　救急医療体制

受診機関 概　　要

通常医療

かかりつけ医（病院、診療所） 患者本人が選択して受診

地域の基幹病院（藤枝市立総合
病院）

かかりつけ医の紹介により受診

初期救急

休日当番医
対象：比較的症状の軽い患者
【休日】　9:00～17:00

志太・榛原地域救急医療センター
（瀬戸新屋）

対象：比較的症状の軽い患者
夜間の救急医療に対応
【平日】　19:30～22:00　
【土日】　19:30～翌日7:00

２次救急
（入院救急医療）

藤枝市立総合病院
（救命救急センター）

対象：入院や手術が必要な症状の重い患者

３次救急
（救命医療） 対象：重篤な救急患者

１－１　地域の医療体制　（救急医療）
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　・救急者出動件数
　救急車出動件数は、令和6年度藤枝市で6,394件、焼津市で6，202件
　両市とも前年度（藤枝市6,366/焼津市6,182)を上回る
　

出典：令和6年度消防年報（志太消防本部）

１－２　地域医療の今後　（２０４０年問題）
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医療福祉分野における「2040年問題」では、６５歳以上人口が過去最大に達し、支え手が減少する　

１－２　地域医療の今後　（地域包括ケアシステム）
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介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられる医療、
介護、住まい、生活支援・介護予防が包括的に確保される体制「地域包括ケアシステム」を
作っていく



2　災害時の医療体制と医療救護計画

２－１　地震の被害
　・過去の大震災での被害
　・第４次地震被害想定
　・巨大地震発生時に陥る状況
２－２　医療救護計画
　・災害時の県・市の医療救護体制
　・受入体制
　・災害拠点病院・航空搬送拠点
　・広域医療搬送・広域受援
　・医療救護等支援チーム
２－３　避難所の生活環境整備
２－４　支援の実際　

２－１　地震の被害（過去の地震における死因）
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関東大震災　　　　火災87％
阪神淡路大震災　建物倒壊による圧死等83% 
東日本大震災     溺死91％
（出典：内閣府防災白書・東北大学災害科学研究所）

南海トラフ巨大地震
　　死者298,000人　　津波72％
首都直下地震
　　死者23,000人　　　建物倒壊・火災
（出典：内閣府防災情報のページ）

２－１　地震の被害（静岡県第４次地震被害想定の概要）
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２－１　地震の被害（巨大地震発生時に陥る状況）
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　・巨大地震が発生したらどうなる？

○ 119番通報しても、救急車は来ない。
○ 病院は患者であふれかえってしまう。　　
　（病院建物の被害、医療スタッフの被災）
○ 市や県に助けを求めても、すぐには来ない。
　（道路状況、人材不足、車両の確保等の諸問題）
○　医薬品、医療物資が不足する。

需要と供給のバランスが崩れる！

　　　　　　　　　　　　↓

限られた資源をどのように使うか?!



２－２　医療救護計画　（災害時・静岡県の医療救護体制）
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静岡県医療救護計画の内容
　・目的　基本的な考え方
　・市町計画策定指針
　・県広域計画
　・医薬品等確保供給計画
　・応援派遣体制
　　　
　等が規定されています。

▶市町計画策定指針
　市町は、救護所を設置する
　市町は、救護病院を指定する
　市町は、医療救護施設の機能が十分　
　発揮できるよう、施設、設備、運営体　
　制の整備に努める

２－２　医療救護計画　（災害時・藤枝市の医療救護体制）
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藤枝市医療救護計画の内容
　・目的　基本的な考え方、医療救護本部、主要、臨時救護所、救護病院
　　医薬品等確保供給計画、応援派遣体制　　　等が規定されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２－２　医療救護計画　（医療救護対象者の受入体制）
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▶トリアージタグ
　０(黒)　優先順位4位
　Ⅰ（赤)　優先順位1位
　Ⅱ(黄)　優先順位2位
　Ⅲ(緑)　優先順位3位

２－２　医療救護計画　（災害拠点病院・航空搬送拠点）
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２－２　医療救護計画　（広域医療搬送・広域受援）
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▶広域医療搬送対象患者
　　・頭・胸/腹部等に中等度の外傷がある患者
　　・身体の一部が家屋に挟まれた等の既往がある患者
　　・前進に中等度以上の熱傷がある患者

▶航空搬送拠点

(東部）
愛鷹広域公園
(中部)
静岡空港
(西部)
航空自衛隊浜松基
地

空港搬送拠点に
SCUを設置

２－２　医療救護計画　（医療救護等支援チーム）
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２－２　医療救護等支援チーム

DMAT
大地震等の災害の急性期（発生から概ね48時間以内）に活動できる
機動性を持った、専門的な訓練を受けた災害派遣医療チーム

JMAT
日本医師会が発災から３日後くらいに被災地に派遣する災害医療
チーム。現地の医療体制が回復するまでの間、地域医療を支える。

日 赤 救 護 班
災害対策基本法に基づき定めた「日本赤十字社防災業務計画」により、
本社及び各都道府県支部に常備している救護班

DPAT
大規模災害等の後、被災地域に入り、精神科医療及び精神保健活動を
行う専門チーム

AMAT 全日本病院協会が災害亜急性期に派遣する医療チーム

DWAT
大規模地震等の発生時に、要配慮者への福祉的ニーズに対応するた
めに構築した災害派遣福祉チーム

JRAT
大規模災害時に、災害弱者や障害者、高齢者などが自立生活を再建で
きるようリハビリテーション支援を行うチーム

JDA-DAT
大規模災害時に、被災地での栄養、食生活支援活動を行う日本栄養士
会災害支援チーム

２－３　避難所の生活環境整備
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多くの避難者が殺到→避難所の混乱→避難所の生活環境が悪化、要配慮者への
配慮不足→体調不良者が多発
＊避難所の環境改善や多様な避難先等、避難所対策が急務

１　避難所の生活環境改善
　TKB等への対応
　＊TKBとは、Toilet,Kitchin,Bedの頭文字で、避難所生活において災害関連　　
　　死を防ぎ環境を改善するために重要な３つの要素
　　（段ボールベッドや間仕切り、トイレトラック、キッチンカー等）
　感染症防止対策の充実
　　
２　多様な避難先の確保
　日常生活が継続できる在宅避難を基本としつつ、多様な避難先が選択できる
　（親類知人宅・避難所・自主避難所・車中泊避難・ホテルや旅館など）

３　多様な避難者に配慮した避難所運営
　被災者に寄り添った支援

２－４　支援の実際　（大規模災害）
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能登半島地震
　（穴水町　1月中旬）
　　・調整本部（町災害対策本部の支援）　（右）
　　・公立病院（下左）
　　・避難所への医師巡回の掲示（下中）
　　・避難所への巡回（下右）
　



２－４　支援の実際　（局地災害）
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局地災害(R7.9.5台風15号：牧之原市・吉田町・焼津市)

　・支援チーム
　　　県保健師等派遣（世帯訪問）
　　　被害地域居住の高齢者等訪問
　　　DPAT（災害派遣精神医療チーム）活動
　　　DWAT（災害派遣福祉チーム）活動

　・調整会議
　　　被災市町支援部局との連絡・情報共有
　　　保健医療福祉調整会議への参画（一部市）

２－４　支援の実際　（平時からの準備）
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・地域災害医療対策会議
・災害医療コーディネーター
・訓練時の支援チームとの連携

３　まとめ

３－１　平常時及び災害時の医療体制
　・病院機能と病床、従事者数
　・救急医療、救急搬送体制
　・今後の地域医療
　・医療救護計画による災害医療救護体制
　　（受入体制・災害拠点病院・広域医療搬送・支援チーム）

３－２　メッセージ
　・「かかりつけ医」を持ちましょう
　・救急車を呼ぼうかどうか迷ったら
　・災害への備え

３－２　かかりつけ医をもちましょう！
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「かかりつけ医」をもつメリット
▶日頃の状態をよく知っていて体調の
変化に気づきやすいため、病気の予
防や早期発見･治療につながる
▶病気や症状、治療法について的確な
診断やアドバイスをしてくれる
▶必要に応じて適切な医療機関を紹
介してくれる

（注意！）
大病院に初診で受診をする際は、かかりつけ医や他の医療機関からの紹介状が必要にな
ります。紹介状の持参のない場合は、初診料等の診療費とは別に「選定療養費」として負
担が生じる場合があります。



３－２　救急車を呼ぼうかどうか迷ったら
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ケガや病気で困ったらいつでも相談！

▲今診てもらえる医療機関、休日・夜間当番
医情報を提供しています

◀こどもの急な発熱、怪我等でお困りのとき、周りに相談
できる人がいなくて不安なとき、救急病院に受診させる
べきか迷われている時、専門家である看護師や小児科
医が電話でアドバイスします。

◀「病院に行ったほうがいいのか」「救急車を利用したほ
うがいいのか」「どこの病院で診てもらえばいいのか」な
ど判断に迷った際、専門の相談員（看護師）によるアドバ
イスを受けられます。

３－２　備蓄品や非常時持ち出し品　
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３－２　家具の固定による転倒防止　
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３－２　正しい情報を得る　

28


